










 

【注意点】 

・各学習機関にはバウチャー制度対象外の講座もございます。 

・講座の内容など詳細に関しては、各学習機関へお問合せください。 

・受講料のほかに入学金・教材費が必要な場合があります。 

①
・申請受付場所は九段生涯学習館のみです。 

※千代田区在住であることを確認できる書類（運転免許証、健康保険証、住民票の写し（3ヶ月以内の

もの）、住基カード、マイナンバーカード）を窓口にてご提示ください。郵送の場合は書類の写しを添

付してください。※但し、マイナンバーカードのコピーは郵送不可 

※申請の際には、念のため、ご印鑑をお持ちください。訂正をお願いする場合がございます。 

【①補助金交付申請書入手先】 

・九段生涯学習館のホームページからダウンロードする 

・同館窓口にて受け取る 

・申請ガイドブックよりコピーする 

補助金を申請できる期間は 2019 年 3 月 15 日（金）20 時必着 
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② ③

 提出期限 2019年 4月 15日（月）20時必着 
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② ③

■下記事項に該当した場合、申請を受理できません。 

・申請者が区内在住者でない場合 ・書類に不備があった場合 

・講座がバウチャー制度対象講座でない場合 ・申請期間を過ぎた場合 

② ③

この際、交付決定通知書をお送りし、振込み日、金額をお伝えします。 

不備などがあり、期間を過ぎた場合には、補助金をお支払いできません。 

講座・講習会バウチャー制度
申請の流れ
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②
必ず受講修了後にお願いいたします。 
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提出期限 2019 年 4月 16日（火）20時必着


